
　

児
童
福
祉
法

　

　平
成
二
九
年
一
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
八
・
六
・
三
法
六

三
）
本
則
二
条
（
平
成
二
九
・
四
・
一
施
行
）

第
六
条
の
四
【
里
親
等
】
①
　
こ
の
法
律
で
、
里
親
と
は
、
養
育
里
親
及
び

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
人
数
以
下
の
要
保
護
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
を

希
望
す
る
者
で
あ
つ
て
、
養
子
縁
組
に
よ
つ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望

す
る
も
の
そ
の
他
の
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
の
う
ち
、
都
道
府
県
知
事
が
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
り
児
童
を
委
託
す
る
者
と
し
て
適
当
と
認
め
る
も
の
を
い
う
。

②
　
こ
の
法
律
で
、
養
育
里
親
と
は
、
前
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
人
数
以
下
の
要
保
護
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
を
希
望
し
、
か
つ
、

都
道
府
県
知
事
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
研
修
を

修
了
し
た
こ
と
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
者
で

あ
つ
て
、
第
三
十
四
条
の
十
九
に
規
定
す
る
養
育
里
親
名
簿
に
登
録
さ
れ

た
も
の
を
い
う
。

第
二
六
条
【
児
童
相
談
所
長
の
採
る
べ
き
措
置
】
①
　（
柱
書
略
）

一
・
二
　（
略
）

新
三
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

三
―
六
　（
略
、
改
正
後
の
四
―
七
）

七
　
子
育
て
短
期
支
援
事
業
又
は
養
育
支
援
訪
問
事
業
の
実
施
が
適
当
で

あ
る
と
認
め
る
者
は
、
こ
れ
を
そ
の
事
業
の
実
施
に
係
る
市
町
村
の
長

に
通
知
す
る
こ
と
。（
改
正
後
の
八
）

②
　（
略
）

第
二
七
条
【
都
道
府
県
の
採
る
べ
き
措
置
】
①
　（
柱
書
略
）

一
・
二
　（
略
）

三
　
児
童
を
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
若
し
く
は
里
親
に

委
託
し
、
又
は
乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
障
害
児
入
所
施
設
、
情
緒

障
害
児
短
期
治
療
施
設
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
入
所
さ
せ
る

こ
と
。

四
　（
略
）

②
―
⑥
　（
略
）

第
二
八
条
【
保
護
者
の
児
童
虐
待
等
の
場
合
の
措
置
】
①
―
③
　（
略
）

④
　
家
庭
裁
判
所
は
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
た
だ
し
書
並
び
に
第
二

項
た
だ
し
書
の
承
認
（
次
項
に
お
い
て　「
措
置
に
関
す
る
承
認
」
と
い

う
。）の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
は
、
都
道
府
県
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、

当
該
申
立
て
に
係
る
保
護
者
に
対
す
る
指
導
措
置
に
関
し
報
告
及
び
意
見

を
求
め
、
又
は
当
該
申
立
て
に
係
る
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
に
関
す
る
必

要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
　（
略
）

第
三
三
条
【
一
時
保
護
】
①
―
⑤
　（
略
）

⑥
―
⑩
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

第
三
三
条
の
二
【
一
時
保
護
中
の
児
童
の
親
権
等
】
①
　
児
童
相
談
所
長
は
、

一
時
保
護
が
行
わ
れ
た
児
童
で
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
の
な

い
も
の
に
対
し
、
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
が
あ
る
に
至
る
ま

で
の
間
、
親
権
を
行
う
。
た
だ
し
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十

九
号
）
第
七
百
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
縁
組
の
承
諾
を
す
る
に
は
、
厚

生
労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
―
④
　（
略
）

　

第
三
章
　
事
業
、
養
育
里
親
及
び
施
設

第
三
四
条
の
一
九
【
養
育
里
親
名
簿
】
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
十
七
条
第

一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
児
童
を
委
託
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
養
育
里
親
名
簿
を
作
成
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
三
四
条
の
二
〇
【
養
育
里
親
の
欠
格
事
由
】
①
　
本
人
又
は
そ
の
同
居
人

が
次
の
各
号
（
同
居
人
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
を
除
く
。）の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
は
、
養
育
里
親
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
―
四
　（
略
）

②
　
都
道
府
県
知
事
は
、
養
育
里
親
又
は
そ
の
同
居
人
が
前
項
各
号
（
同
居

人
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
一
号
を
除
く
。）の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至

つ
た
と
き
は
、
当
該
養
育
里
親
を
直
ち
に
養
育
里
親
名
簿
か
ら
抹
消
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
八
条
の
三
【
親
子
関
係
再
統
合
支
援
】
乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
障

害
児
入
所
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
及
び
児
童
自
立
支
援
施
設

の
長
並
び
に
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
及
び
里
親
は
、
当

該
施
設
に
入
所
し
、
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
若
し

く
は
里
親
に
委
託
さ
れ
た
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
、
市
町
村
、

児
童
相
談
所
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
教
育
機
関
、
医
療
機
関
そ
の

他
の
関
係
機
関
と
の
緊
密
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
親
子
の
再
統
合
の
た
め

の
支
援
そ
の
他
の
当
該
児
童
が
家
庭
（
家
庭
に
お
け
る
養
育
環
境
と
同
様

の
養
育
環
境
及
び
良
好
な
家
庭
的
環
境
を
含
む
。）で
養
育
さ
れ
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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